
質問回答書 

 

令和６年６月２１日 

 

件名：令和６年度焼津市内企業雇用促進セミナー開催業務委託 

 

№ 質問内容 回  答 

１ 【仕様書 P2 （２）広報の実施】 

「受託者の工夫による効果的な広報」

とございますが、焼津市内の事業者様と

の接点がございません。市役所様のほう

で広報紙 HP、公式 LINE とうに載せてい

ただくチラシは作成させていただきます

が、そのほかの宣伝ルートとして、チラシの

設置や配布ルートになりえる団体等（商工

会議所様や中央会様、法人会様 等の紹

介）の紹介や接続は頂けますでしょうか。 

また、広報に関連して、過去の中小企業

様向けのセミナー（タイトル問わず）の集

客や参加企業様の実績があれば教えて

いただきたいです。 

 チラシの配布ルートとして、焼津商工会

議所と大井川商工会の会員の皆様への

送付は可能です。配布枚数は３，０００枚を

ご用意ください。その他、公共施設へのチ

ラシの配架は可能です。 

 中小企業様向けのセミナーは、令和３年

度に「障害者雇用促進セミナー」をオンラ

インで開催し、１３社にご参加いただきまし

た。令和 5 年度には「ビジネスセミナー」

（SNS初級講座）を 2回開催し、延べ 35

人にご参加いただきました。 

２ 【別紙：個人情報取扱特記事項 P4 第１

５条（返還、廃棄又は消去）】 

本業務終了後に個人情報を削除しな

ければならないとありますが、セミナーに

参加後、アンケート等で弊社サービスを使

いたいというような中小企業様がいらっし

ゃった場合、その中小企業様とのコンタク

トは NG ということでしょうか？ 

また、アンケート等を集計し市役所様へ

情報提供する場合、弊社ルールになります

が、アンケート内に市役所様へ情報提供

をする旨の同意取得項目を追加しなけれ

ばなりません。こちらは追加してもよいでし

ょうか？ 

 本業務において、参加者受付等で取得

した個人情報については、確実に廃棄等

をお願いします。 

 なお、セミナー終了後に設けた相談対応

の際に名刺等で直接取得した個人情報

については、相手方に確認の上、貴社サー

ビスのご案内等をすることは差し支えあり

ません。 

 アンケート内の「市役所への情報提供の

同意取得項目」の追加は差し支えありま

せん。 

 


